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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２７年８月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年３月２１日 ０６時２５分ごろ 

発生場所 東京都江東区の豊
とよ

洲
す

運河と辰
たつ

巳
み

運河との交差部 

晴海信号所から真方位０７６°３,０３０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３９.１８′ 東経１３９°４８.３０′） 

事故調査の経過  平成２７年３月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 交通船 第１０安
あん

全
ぜん

丸、１４トン 

２３０－３４２９２東京、株式会社マリン興業 

１４.２１ｍ（Lr）×３.７９ｍ×１.９３ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、５１４.９０kＷ、昭和４７年７月 

Ｂ 遊漁船 第１６豊
とよ

丸、１１トン 

２４１－７４４８東京、個人所有 

１１.９６ｍ（Lr）×３.６４ｍ×１.３７ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、５４０.００kＷ、昭和５８年９月 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５２年４月８日 

免許証交付日 平成２３年１０月２１日 

        （平成２９年６月１１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６１歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５５年５月２９日 

免許証交付日 平成２４年６月１３日 

        （平成２９年７月１５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央に凹損及び擦過傷、船体中央の発電機ケーシングに曲損 

Ｂ 右舷船首船底部に破口、主機に濡損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、東京都江東区の辰巳橋南方の係

留地を発し、豊洲ふ頭付近の作業場所に向け、辰巳運河を約６～７ノ

ット（kn）の対地速力で手動操舵により北進していた。 
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 船長Ａは、辰巳橋を通過した後、左舷船首方から豊洲運河を南東進

して来るＢ船を認めて辰巳運河の右側に寄って航行し、Ｂ船が、豊洲

運河の中央部より左寄りに航行しているように見えたが、そのうちに

針路を変えて左舷対左舷で通過するものと思い、その動静を観察して

いた。 

 Ａ船は、辰巳運河及び豊洲運河と他の運河との交差部（以下「本件

交差部」という。）において、Ｂ船が至近となり、船長Ａが、Ｂ船と

の衝突の危険を感じ、電子ホーンを鳴らして左舵を取ったが、平成２

７年３月２１日０６時２５分ごろ、その右舷中央部とＢ船の右舷船首

部とが衝突した。 

 船長Ａは、Ｂ船に近づき、船長Ｂに救助の可否を確認した後、Ｂ船

が自力で付近の護岸に移動する様子を監視していた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客６人を乗せ、隅田川の係

留地を発し、千葉県富津市沖の釣り場に向け、豊洲運河を約１６kn の

対水速力で手動操舵により航行していた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、操舵室の左舷側で踏み台に腰を掛け、豊洲運河

の中央部を南東進して本件交差部に入り、いつものように左右の運河

から本件交差部に進入する船の有無を左右交互に２回ずつ確認し、船

首方を見たところ、Ａ船の右舷を至近に認め、操縦レバーで主機を中

立運転としたが、Ａ船と衝突した。 

 船長Ｂは、釣り客６人及びＡ船の乗船者に怪我
け が

がないことを確認し

た後、船首が浸水している状況を見て、沈没を避けようと主機を前進

にかけ、Ｂ船の船首を護岸近くの浅瀬に乗り揚げた。 

 Ｂ船は、釣り客６人を護岸に降ろし、海上保安庁に事故の発生を通

報した後、作業船に吊
つ

り上げられて台船に載せられ、付近の係留場所

へ運ばれた。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 約２.５m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項 

 

本件交差部には、北西側に幅約８０ｍの豊洲運河が、北東側に幅約

１７０ｍの東雲
しののめ

東運河及び東雲北運河に接続する水路が、南側に幅約

１００ｍの辰巳運河が、南西側に幅約１００ｍの東雲運河につながる

運河が、それぞれ接続していた。 

船長Ａは、左舷船首方から接近して来るＢ船に対し、Ａ船が針路を

左に変えれば、Ｂ船も針路を右に変えて接近することになるかもしれ

ないと思い、Ｂ船が至近になるまで舵を取ることができなかった。 

船長Ａは、約６年間Ａ船に乗船しており、平成２７年１月２０日か

ら本事故時の作業場所と係留地とをほぼ毎日往復していた。 

Ｂ船は、主機回転数毎分（rpm）約１,２００以下では、船首が浮上

して死角が生じるが、本事故時は、約１,４００rpm であった。 
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 Ｂ船は、本事故時、操舵室左舷側のドアを開け、右舷側のドアを閉

めていた。 

 船長Ｂは、本件交差部に向けて南東進中、前方に注意を向けていな

かったので、接近しているＡ船に気付かなかった。 

船長Ｂは、本事故時、音響信号を聞いておらず、衝突時の衝撃を感

じなかった。 

Ｂ船の釣り客３人は、操舵室後方の一段下がった船室にいて、残り

の釣り客は船室上部の船尾側にいた。 

 船長Ｂは、約３９年の遊漁船業の操船経験があり、本事故発生場所

付近の航行経験も豊富であった。 

 船長Ａ、船長Ｂ及び釣り客６人は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、江東区の辰巳運河を北進中、船長Ａが、左舷船首方から接

近して来るＢ船を認めて右側に寄って航行し、Ｂ船が針路を変えて左

舷対左舷で通過するものと思い、針路及び速力を保持して航行を続け

たことから、Ｂ船が至近に接近し、左舵を取ったものの、Ｂ船に衝突

したものと考えられる。 

 Ｂ船は、江東区の豊洲運河を南東進中、船長Ｂが、前方の見張りを

適切に行っていなかったことから、本件交差部に入って東西方向へ航

行する船の有無を確認し、船首方を見たところ、至近にＡ船を初めて

認めて主機を中立運転としたものの、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、江東区の本件交差部において、Ａ船が辰巳運河を北進

中、Ｂ船が豊洲運河を南東進中、船長Ａが、左舷船首方から接近して

来るＢ船を認めて中央部より右側に寄って航行し、Ｂ船が針路を変え

て左舷対左舷で通過するものと思い、針路及び速力を保持して航行を

続け、また、船長Ｂが、前方の見張りを適切に行っていなかったた

め、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 ・針路を変えずに接近する船舶を認めた場合、早期に警告信号を行

い、衝突を避けるための最善の動作をとること。 

 

 

 

 



- 4 - 

付図１ 事故発生経過概略図 
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事故発生場所 

（平成２７年３月２１日 

０６時２５分ごろ発生） 

東京都江東区 
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